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参考資料１

「標準的な研修を確立するための活動要領」 検討にあたっての概念整理

講　座 手法 講座の概要

・ 警報等の伝達及び避難誘導の目的、実施主体と役割について説明できる。

・ 警報等の伝達及び避難勧告等の判断・伝達の流れについて説明できる。

・ タイムラインによる災害の未然防止と拡大防止について説明できる。

・ 警報等の種類と内容について説明できる。

・ 警報等の入手・伝達の方法と手段について説明できる。

・

・ 警報等の災害情報を伝達する際の課題について、事例に沿って説明できる。

・ 火山情報を伝達する際の課題について、事例に沿って説明できる。

・ 警報等の情報の見方や、判断ポイントを説明できる。

・ 警報等の広報文の作成ポイントを説明できる。

・ 住民等の避難行動の考え方について説明できる

・ 避難準備情報や避難勧告等の判断に必要な考え方を説明できる。

・ 避難勧告等を住民に伝達し、周知するための伝達方法について説明できる。

・ 避難勧告等を住民に伝達し、行動を促す際の課題について説明できる。

・ 避難勧告等の判断のタイミング、ポイントについて説明できる。

・ 避難勧告等の情報伝達を適切に行うためのポイントを説明できる。

・ 避難勧告等の広報文作成のポイントを説明できる。

・ 避難所･避難場所の種類と内容について説明できる。

・ 避難所･避難場所の認定の方法について説明できる。

・ 避難所・避難場所の適否判断の基本的な考え方について説明できる。

・ 避難所・避難場所の適否判断を適切に行うためのポイントを説明できる。

・ 研修受講の目的を再認識する。

・ 研修を通じて、学び、得たものを整理する。

・ 研修を活かして次につなげることを認識する。

学　　習　　目　　標

1 警報避難対策の枠組 座
警報避難対策の基本的な考え方とタイムラインを通じて事前対策

を学ぶ。

2 警報等の種類と内容 座
気象庁、国交省・都道府県から発表される警報等にはどんなもの

があるかを学ぶ。

3
警報等の伝達上の

実務と課題
座 警報等の住民等への伝達の実務と課題についての事例を学ぶ。

4 警報等の伝達実習 演 警報の伝達の一連の流れをと具体的な業務について演習する。

5
避難勧告・指示等の

判断・伝達
座 住民等の避難行動にはどんなものがあるか学ぶ。

6
避難勧告・指示等の

実務と課題
座 住民等への避難勧告・指示の実務と課題についての事例を学ぶ。

7
避難勧告等の

判断・伝達訓練
演

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに準拠した

避難誘導活動の一連の行動を演習する。

10 全体討論 演
防災力アップのため、警報避難について学んだことを、受講者が

担当する業務にどのように反映させるのかを考える。

8 避難所・避難場所の認定 座
住民等の避難行動の目的となる避難所・避難場所にはどんなもの

があるか学ぶ。

9
避難所・避難場所の

適否判断の実務
演

災害ごとに避難所・避難場所の適否判断をするうえでの行動を演

習する。

新規

新規

一部新規

○コース別に、コースの単元構成、研修手法、
単元の概要、単元ごとの学習目標を計画し
たもの （カリキュラム）

○身につけるべき能力（学習内容）の全体像
が俯瞰できるように、体系的に可視化したも
の

○研修のコースごとに、コースの目的や学習
目標、学習内容を定めたもの。講師向けの
指導の基準となる

○身につけるべき能力の内容
を具体的に示したもの

〇有明の丘研修
○地域別総合防災研修

（研修用の資料、講師が作成）

能力評価

（平成２７年第７回企画検討会資料一部修正）

能力評価
（個人・組織）
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No 第４階層 （単元） No 第５階層 （単元の「章」のまとめ） 第６階層 （学習内容）

・災害対応の流れの中の災害予防の位置づけ

・大震災後の災害対策基本法改正との関係

・大震災後の防災対策全体（再構築）

・災害対策基本法の基本理念との関係

・災害予防における留意事項（被害想定に存在する幅を理解し住民啓発時に注意すべきことな
ど）

・自助、共助、公助の意味と、災害予防における意味

・今後の防災における共助の重要性と災害予防で必要な対応

・連携対象としての自主防災組織・地域の市民団体、民間企業、災害ボランティア等の特徴

・連携での行政側の備えと心構え

・外部からの支援における地域の受援力の重要性

・国土保全及び避難施設の被害抑止対策

・公共・公益的施設の被害抑止対策

・住宅・建築物の被害抑止対策

・土地利用その他の計画面の被害抑止対策

・大規模地震防災・減災対策

・地域防災計画の目的、法律的位置付け

・地域防災計画の策定方法

・地区防災計画制度の概要

・地区防災計画の作成方法、事例

・地区防災計画の実例と今後の展望

・防災計画を有効に活用する方策

・防災計画を補完するプログラム

・「ボランティア」に係る災害対策基本法の規定（東日本大震災後の改正）

・災害ボランティアの種類と役割

・災害ボランティアの防災対応での意義、行政との役割分担

2
阪神淡路大震災以降のボランティア活動の
変遷

・ボランティアの活躍が注目された阪神淡路大震災以降のボランティア活動の変遷

・災害ボランティア活動の基本的な動き

・災害ボランティアセンターの役割と機能、仕組み・役割、担い手

・災害ボランティア団体の全国、地域内連携、各レベルの行政との連携

・災害ボランティアの災害現場での活動事例

・災害ボランティア活動の課題

・災害ボランティアの活動に係る政府・地方公共団体の対策

5 災害ボランティア活動の展望 ・災害ボランティア活動の今後の展望

・自主防災組織の目的と法的位置づけ

・自主防災組織に関する現行制度

・自主防災組織の現状と機能

・避難行動要支援者名簿作成にかかる留意点

・避難行動要支援者の避難支援・避難誘導にかかる留意点

・自主防災組織の活動事例、課題

・マンションの管理組合等との関係づくり

・その他の地域コミュニティの防災の担い手

・地域コミュニティの防災体制の充実に向けた環境整備

4 地域の自主的な防災活動

1 自主防災組織の目的と法的位置づけ

2
自主防災組織に期待される役割と防災の現
状、限界

3
地域の企業やNPO等その他の自主的な防
災団体に期待される役割と防災の現状、限
界

3 災害ボランティア

1
災害ボランティア及びその活動の位置づけ・
種類・特長

3
災害ボランティアの活動の受入れ・調整に関
する現地での仕組み

4
災害ボランティアの災害現場での活動の実
際と課題

2 「災害への備え」としての地域防災計画

1 地域防災計画の目的と概要

2 地区防災計画の目的と概要

地域の防災政策を進めるにあたっての防災
計画の活用

3

研修内容の体系　第４階層、第５階層、第６階層 (案)　「②災害への備え」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧：②減災対策）

1 「災害への備え」総論

1
災害予防の防災の中の位置づけ及び主な
内容

2
災害予防における自助、共助、公助の意味
と共助の重要性

3 防災における民間主体との連携のあり方

4 代表的な被害抑止対策

研修の体系

○学習目標に対して、
受講者の到達度を確
認するためのテスト
の内容

研修の体系

研修内容整理表

コース構成表

標準テキスト

テスト

防災スペシャリストが
身につけるべき能力

構造化表　「④警報避難」 （講座割）

項目 災害情報の収集・連絡 警報の伝達 避難誘導・避難収容

12 「災害情報の収集・連絡」に係る法律
　・災害対策基本法
　　→ 第51条　情報の収集及び伝達等

11 「警報等の伝達」に係る法律
　・災害対策基本法
　　→ 第52条　防災信号
　　→ 第54条　発見者の通報義務等
　　→ 第55条　都道府県知事の通知等
　　→ 第56条　市長村長の警報の伝達及び警告
　　→ 第57条　警報の伝達等のための通信設備の優先利用等
　・気象業務法
　　→ 第13条　予報及び警報
　　→ 第13条の2　　気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の
利用に適合する警報
　　→ 第14条　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に
適合する予報及び警報
　　→ 第14条の2　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利
用に適合する予報及び警報
　　→ 第15条　警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、
都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日
本放送協会の機関に通知
　　→ 第15条の2　特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保
安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
又は日本放送協会の機関に通知
　・水防法
   → 第11条　都道府県知事が行う洪水予報
　 → 第12条　水位の通報及び公表
　 → 第16条　水防警報
　 → 第25条　決壊の通報

11 「住民等の避難誘導」に係る法律
　・災害対策基本法
　→ 第50条　災害応急対策及びその実施責任
　→ 第56条　市町村長の警報の伝達及び警告
　→ 第60条　市町村長の避難の指示等
　→ 第61条　警察官等の避難の指示
　→ 第61条の2　指定行政機関の長等による助言
　→ 第61条の3　避難の指示等のための通信設備の優先利用等
　→ 第62条　市町村長の応急措置
　→ 第63条　市町村長の警戒区域設定権等
　→第86条の14　被災者の運送
　・水防法
　　→ 第15条　浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び
浸水の防止のための措置
　　→ 第15条の3　要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための
措置に関する計画の作成等
　　→ 第29条　立退きの指示

12 「通信手段の確保」に係る法律
　・災害対策基本法
　　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等
　　　→ 第57条　警報の伝達等のための通信設備の優先利用等
　　　→ 第61条の3　避難の指示等のための通信設備の優先利用等
　　　→ 第79条　通信設備の優先使用権

16 「避難収容の実施」に係る法律
　・災害対策基本法
　　→第40条　都道府県地域防災計画
　　→第42条　市町村地域防災計画
　　→第49条の4　指定緊急避難場所の指定
　　→第49条の5　指定緊急避難場所に関する届出
　　→第49条の6　指定の取消し
　　→第49条の7　指定避難所の指定
　　→第49条の8　指定緊急避難場所と指定避難所との関係
　　→第49条の9　居住者等に対する周知のための措置
　　→第49条の10　避難行動要支援者名簿の作成
　　→第49条の11　名簿情報の利用及び提供
　　→第49条の12　名簿情報を提供する場合における配慮
　　→第49条の13　秘密保持義務
　　→第63条　市町村長の警戒区域設定権等
　　→86条の6　避難所における生活環境の整備等
　　→86条の7　避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮
　　→86条の8　広域一時滞在の協議等
　　→86条の9　都道府県外広域一時滞在の協議等
　　→86条の10　都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行
　　→86条の11　都道府県外広域一時滞在の協議等の特例
　　→86条の12　都道府県知事及び内閣総理大臣による助言
　　→86条の13　内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行
　　→86条の14　被災者の運送
　　→86条の15　安否情報の提供等

10 (備え)「災害発生直前対策」の基本事項、仕組み、留意事項
　・目的
　・警報等の伝達体制整備に係る対策、事例
　・住民等の避難誘導体制に係る対策、事例
　・災害未然防止活動に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・タイムライン（防災行動計画）
　・課題と対策の方向
＜地震災害＞
　・迅速な緊急地震速報の伝達のための体制及び通信施設・設備の充実
＜津波災害＞
　・地域の特性等を踏まえた，津波警報等の内容に応じた避難指示等の
具体的な発令基準の設定
　・市町村による発令基準の策定や見直しの支援
　・津波警報等が確実に伝わるための伝達手段の多重化，多様化
　・津波警報，避難勧告等を住民に周知し，迅速・的確な避難行動に結び
つけるための，伝達内容等の検討
　・強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震に関する，津波警
報等や避難指示等の発表・発令・伝達体制の整備
　・具体的かつ実践的な津波避難計画の策定
　・ハザードマップの整備，防災教育，防災訓練の充実，指定緊急避難場
所（津波避難ビル等を含む。）や避難路・避難階段の整備・確保等のまち
づくりと一体となった地域防災力の向上
　・防災対応や避難誘導・支援にあたる者の危険を回避のための行動
ルールや退避の判断基準の設定，住民等への周知，行動ルールの見直
し
　・避難誘導・支援者等が津波警報等を確実に入手するための通信

11 警報避難対策
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・警報等の種類、内容、入手方法
　・警報伝達の手順、活動内容
　・避難準備情報の概要
　・火山情報

　・誤報対応
　・情報伝達上の留意事項
　・事前の準備事項
＜地震災害＞
　・地震情報等の連絡
＜津波災害＞
　・津波警報等の伝達
＜風水害＞
　・風水害に関する警報等の伝達
＜火山災害＞
　・火山活動に関する情報の収集
　・噴火警報等の伝達
＜雪害＞
　・雪害に関する警報等の伝達

11 住民等の避難行動

　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・住民等の避難誘導の種類、内容
　・避難勧告等の発令および解除の方法
　・警戒区域の設定および解除の方法
　・避難場所及び避難所の開設方法
　・屋内での退避等の安全確保措置の実施方法
　・住民の避難誘導方法
　・住民等の避難誘導上の留意事項
　・事前の準備事項
　・避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン

　
＜津波災害＞
　・水門・陸閘の閉鎖や避難行動要支援者の避難支援等の緊急対策の実
施
＜風水害＞
　・防災気象情報等の把握、浸水区域や土砂災害危険箇所等の警戒活
動
　・避難のための準備情報の提供や勧告・指示、避難誘導
　・災害が発生するおそれがある場合の，必要に応じた，指定緊急避難場
所及び指定避難所の開設
　・やむを得ない場合の，屋内での待避等の安全確保措置の指示
＜火山災害＞
　・避難勧告等の発令，住民の避難誘導，警戒区域の設定

手段及び受傷事故を防止するための装備の充実
　・要配慮者等が津波からの避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐた
めの，各専門分野が連携した支援方策の検討

＜雪害＞
　・事前避難
　・積雪、融雪等の状況を勘案した適切な避難誘導

＜風水害＞
　・警報等を住民，水防管理者，関係市町村長等に伝達するための体制
整備
　・警報等が確実に伝わるような，伝達手段の多重化，多様化
　・避難指示，避難勧告，避難準備情報等について，避難すべき区域や判
断基準，伝達方法を明確にしたマニュアル作成。特に，土砂災害に関す
る，実践的な避難訓練の実施等による住民の意識啓発
　・水防団等と協議した，発災時の避難誘導に係る計画の作成・訓練
　・気象警報，避難勧告等の住民への周知，伝達内容等の検討
　・土砂災害等に対する住民の警戒避難基準の設定，見直し
　・避難行動要支援者を速やかに避難誘導し，安否確認を行うための避難
行動要支援者に関する情報の把握及び関係者との共有，情報伝達体制
の整備，避難支援計画の策定，避難誘導体制の整備，避難訓練の実施
　・地下街等不特定かつ多数の利用者がいる施設等の避難誘導等安全
体制の確保
　・所管施設の緊急点検，応急的な復旧等の対策のための体制整備，必
要な資機材の備蓄
　・防活動の体制整備
　・水防計画書への重要水防箇所の記載
　・河川管理上支障をきたす違法駐車，放置車両に対する措置の実施
　・ダム，せき，水門，ポンプ場等の適切な操作を行うためのマニュアル作
成，人材の養成
　・道路情報表示板等必要な施設の整備，適切な道路管理

11 災害情報収集・伝達

　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・被害情報等の種類、内容、入手方法
　・被害規模の早期把握
　・事故情報等の連絡
　・災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡
　・一般被害情報等の収集・連絡
　・応急対策活動情報の連絡
　・災害情報の収集・連絡上の留意事項
　・事前の準備事項
＜津波災害＞
　・津波に関する情報の連絡
＜風水害＞
　・水防団等の巡視活動等を通じた被害状況の早期把握

16 避難勧告・指示等

　・目的、仕組み、体制
　・地方公共団体による避難誘導の活動手順、活動内容
　・都道府県による運送事業者への要請事項

　・活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項
　・課題と対策の方向

＜地震災害＞
　・指定緊急避難場所，避難路，災害危険箇所等の所在，災害の概要そ
の他の避難に資する情報の提供
＜風水害＞
　・指定緊急避難場所，避難路，浸水区域，土砂災害危険箇所等の所
在，災害の概要その他の避難に資する情報の提供
　・屋内での待避等の安全確保措置に関する指示
　・交通孤立地区等が生じた場合のヘリコプター・船舶による避難
＜火山災害＞
　・指定緊急避難場所，避難路，災害危険箇所等の所在，災害の概要そ
の他の避難に資する情報の提供
＜雪害＞
　・避難場所，避難路，雪崩危険箇所等の所在，災害の概要その他の避
難に資する情報の提供

活動の
前提

知識

２．警報等の

種類と内容

４．避難勧告・ 指示等の判断・伝達

５．避難勧告・指示等の実務と課題

１．警報避難対策の枠組

※別冊とする

３．警報等の伝達上の

実務と課題

構造化表

（防災基本計画、経験知等）

（研修の体系）
（研修内容整理表）

研修の場
能力習得の場

1

2

3

4

5
災害に強い国づくり、

まちづくり
11 災害発生直前の対策 22

地域の復旧・復興の
基本方向の決定

6 事故災害の予防 12
発災直後の情報の収集・連絡

及び活動体制の確立
23

迅速な原状復旧の
進め方

7 国民の防災活動の促進 13
災害の拡大・二次災害の
防止及び応急復旧活動

24
計画的復興の

進め方

8
災害及び防災に関する研究

及び観測等の推進
14

救助・救急，医療及び
消火活動

25
被災者等の生活再建等の

支援

9
事故災害における

再発防止対策の実施
15

緊急輸送のための
交通の確保・緊急輸送活動

26
被災中小企業の復興

その他経済復興の支援

10
迅速かつ円滑な災害応急対
策，災害復旧・復興への備え

16
避難収容及び
情報提供活動

17 物資の調達，供給活動

18
保健衛生，防疫，遺体の処理

等に関する活動

19
社会秩序の維持，物価の安

定等に関する活動

20 応急の教育に関する活動

21 自発的支援の受入れ

予　　防 応　　急 復旧・復興

総
合
調
整

計　画　立　案

広　報

活　動　調　整

実　行　管　理

個
別
課
題
へ
の
対
応

１～４は、予防、応急、復旧・復興に共通する最重要活動として設定
１～３：National Preparedness Goal を参考に設定、４：PDCAサイクルの評価・改善の重要性から１～３に追加して設定
５～26：「防災基本計画」 第二編 各災害に共通する対策編」の各項目から設定

内閣府が主に対象とする防災活動

26の防災活動


